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令和６年 第３回 定例教育委員会 会議録 

招集日時 令和６年３月２２日  午後６時３０分 

開会日時 令和６年３月２２日  午後６時３０分 

閉会日時 令和６年３月２２日  午後８時００分 

開催場所 ふじみ野市役所 第２庁舎３階 Ｂ３０１会議室 

教 育 長  朝 倉   孝 

委 

員 

出 

席 

状 

況 

席番 氏  名 出席別 説明のため出席した者 

１ 冨田信太郎 出席 教 育 部 長 山中 昇 社会教育課長 永倉 秀雄 

２ 茂井万里絵 出席 教育総務課長 内田 和明 主幹兼上福岡西公民館長 内田 徳子 

３ 西山 幸吉 出席 学校教育課長 石川 聖徳 主幹兼上福岡歴史民俗資料館長  高崎 直成 

４ 𠮷野  榮 出席 学校給食課長 山﨑 純  

 主幹兼あおぞら学校給食センター所長 大髙 修一  

書  記 教育総務課係長 田島 輝 傍聴人数 ０人 

会 議 概 要 

議  事  等 

報告第８号   専決処理に関する報告について（ふじみ野市教育委員人事について） 

報告第９号   専決処理に関する報告について（令和５年度ふじみ野市一般会計補正予

算（第８号）について） 

報告第１０号  専決処理に関する報告について（令和６年度ふじみ野市一般会計予算に

ついて） 

報告第１１号  令和６年度第１回ふじみ野市議会定例会一般質問の概要について 

第４号議案   令和６年度ふじみ野市教育振興基本計画アクションプランを策定することに

ついて（可決） 

第５号議案   ふじみ野市教育委員会職員の職の設置に関する規則の一部を改正する規則

（可決） 

第６号議案   ふじみ野市立図書館条例施行規則の一部を改正する規則（可決） 

第７号議案   ふじみ野市立公民館条例施行規則の一部を改正する規則（可決） 

第８号議案   ふじみ野市学校運動場照明施設の設置及び管理に関する条例施行規則の一部

を改正する規則（可決） 

第９号議案   ふじみ野市教育委員会会計年度任用職員の報酬等に関する規則の一部を改正
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する規則（可決） 

第１０号議案  ふじみ野市教育委員会決裁規程の一部を改正する訓令（可決） 

第１１号議案  令和６年度ふじみ野市教育委員会職員人事について（可決） 

第１２号議案  令和６年度ふじみ野市教育委員会工事計画を策定することについて（可決） 

第１３号議案  ふじみ野市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を委嘱することにつ

いて（可決） 

第１４号議案  ふじみ野市学校運営協議会委員を委嘱及び任命することについて（可決） 

第１５号議案  ふじみ野市文化財保護審議会委員を委嘱することについて（可決） 

第１６号議案  ふじみ野市地域学校協働活動推進員を委嘱することについて（可決） 

(午後６時３０分) 〇開会の宣告 

教育長 

 

 

教育長 

 

 

各委員 

教育長 

各委員 

教育長 

 

 

 

教育長 

 

 

 

各委員 

教育長 

 

 

ただ今から、令和６年第３回定例教育委員会会議を開催いたします。 

 

〇会議録の承認 

まず始めに、前回までの会議録の承認についてです。 

事前に委員の皆様にお配りしておりますが、何か確認事項等はござい

ますか。 

（確認事項なし） 

 特にないようですので、この内容で承認してよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

それでは、会議録につきましては、この内容で承認といたします。 

後ほど、委員の皆様のご署名をお願いします。 

 

〇教育長からの報告 

次に、報告をさせていただきます。 

（教育長からの報告） 

以上、何点か報告させていただきましたが、確認事項等はございます

でしょうか。 

（確認事項なし） 

それでは議事に入ります。本会議に提案させていただいた議事の件数

は、報告事項４件、議案１３件です。 
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教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各委員 

教育長 

 

 

教育長 

 

教育部長 

 

 

教育長 

 

 

教育総務課長 

 

 

〇審議順序の変更及び非公開の確認 

委員の皆様に審議を円滑に進めるため、お諮りしたいことが２点ござ

います。 

議案等の審議に入る前に、委員の皆様に審議を円滑に進めるため、お

諮りしたいことが２点ございます。 

１点目ですが、報告第８号「専決処理に関する報告について（ふじみ

野市教職員人事について）」及び第１１号議案「令和６年度ふじみ野市

教育委員会職員人事について」は、人事案件のため、非公開とし最後に

ご報告及びご審議いただきたいと思います。 

２点目ですが、第６号議案「ふじみ野市立図書館条例施行規則の一部

を改正する規則」、第７号議案「ふじみ野市立公民館条例施行規則の一

部を改正する規則」及び第８号議案「ふじみ野市学校運動場照明施設の

設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則」について

は、関連した内容であるため一括して順に御説明させていただき、一括

して質問を受け、１件ごとにお諮りしたいと思います。 

以上、２点ですが、よろしいでしょうか。 

 （異議なし） 

 では、そのように決定いたします。 

 

〇提案理由の説明 

それでは、教育部長から議案１３件の提案理由の説明をお願いしま

す。 

（提案理由の説明） 

 

〇報告第９号 

 それでは、報告第９号「専決処理に関する報告について（令和５年度

ふじみ野市一般会計補正予算（第８号）について）」、教育総務課長よ

り報告をお願いします。 

 資料は、継続費、歳入、歳出の順に課ごとに補正予算の主なものをま

とめてあります。金額の増減が大きなものをご説明いたします。 

まず、継続費になります。鶴ヶ丘小学校校舎大規模改造事業につきま
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教育長 

 

冨田職務代理 

しては、令和４年度、５年度の２か年の継続事業として、実施してまい

りましたが、事業完了に伴いまして、契約差額の３,３３９万９千円を

減額し、全体事業費、５億１，５１１万円といたしました。 

次に、上福岡図書館大規模改修事業になります。３か年事業の２か年

目になります。令和５年度の工事出来高見込額に応じてまして、年割額

を変更しております。工事自体の進捗は、予定どおり進行しております

が、工事に係る補助金の対象年度が令和６年度になるため、令和６年度

の工事費を１０億７，３３５万１千円としております。 

次に、２ページの、歳入を御覧ください。学校教育課の上から２行

目、細節名、教員業務支援員(スクール・サポート・スタッフ)配置事業

費補助金につきましては、県の補助金になりますが、各市町からの申請

が多く、県の予算枠の配分の関係で県補助金が減額されたことから、３

４８万円の減額をするものです。 

同じく、２つ下の、富士見特別支援学校負担金過年度返還金につきま

しては、すこやか支援員の配置人数の確定、精算に伴い富士見市から６

１７万６千円の返還金を受けるものでございます。 

次に社会教育課の一番下を御覧ください。民間開発発掘調査委託金の

８２１万７千円の減額になります。これは、民間の発掘調査が想定より

少なく作業委託の決算見込に伴い減額を行うものでございます。 

次に３ページからの歳出になりますが、増減理由にもありますが、全

般にわたって、会計年度任用職員の報酬等が減額となっています。これ

は、当初予算時の積算に対し、年度末までの勤務実績を基に決算見込と

して算出し、実勤務分以外を３月補正で減額するものです。 

また、光熱水費や各種委託業務、事業や作業等につきましても、当初

予算額と実際の執行額、契約額に基づき、年度末までに執行残が見込ま

れるものにつきまして、減額補正を行うものでございます。 

そのほかは、資料に記載のとおりです。説明は以上です。よろしくお

願いします。 

ただ今の報告事項について、委員の皆様からご質問・ご意見がござい

ましたらお願いします。 

１ページの継続費について、上福岡図書館大規模改修事業で令和５年
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教育総務課長 

 

 

冨田職務代理 

教育長 

各委員 

教育長 

各委員 

教育長 

 

 

教育長 

 

 

教育総務課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

度に執行するはずの予算が減り、その分令和６年度の予算が増えていま

す。これは、令和５年度に予定されていた工事の進捗が遅れたなどの事

情があるのでしょうか。 

工事自体は順調に進んでおります。ただ、この事業に紐づく補助金が

令和６年度の方が有利に交付されるということで、予算を移動させてい

ただいたような形になっているところでございます。 

分かりました。 

 ほかにご質問・ご意見はございますか。 

（なし） 

この報告の内容については、よろしいでしょうか。 

（了承） 

ありがとうございました。 

 

〇報告第１０号 

 次に、報告第１０号「専決処理に関する報告について（令和６年度ふ

じみ野市一般会計予算について）」、教育総務課長より報告をお願いし

ます。 

 令和６年度ふじみ野市一般会計予算について、令和６年度当初予算の

概要、教育部関係の歳入歳出の主なものを御説明いたします。 

１枚めくっていただき、本市の令和６年度当初予算の概要となりま

す。令和６年の一般会計歳出予算の総額は、４７０億７,０３８万２千

円で、前年度比１.７％の減、金額にして約８億５０４万円の減額とな

りました。 

令和６年度予算で教育費の占める割合は、約１３．６％、金額にして

約６３億９,９２１万円となりました。前年度からは約４０．２％の

増、金額にして約１８億３６１７万円の増額となりました。 

１枚めくっていただき、次に継続費でございます。令和６年度、７年

度の２か年の継続事業で、福岡中学校Ｄ棟の大規模改造工事を実施しま

す。 

次に２ページから歳入になります。課ごとに記載してありますので、

増減の大きな主なものをご説明いたします。 
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教育総務課の上から３行目、奨学金貸付金返還金（現年度）は、令和

５年度に比べ約１１６万円の減額となっています。奨学金貸付制度を平

成３０年度に廃止し新規貸付がなくなり、貸付金の返済が順次終了して

いきますので、対象者が減少し、減額となっています。 

次に、３ページの学校教育課です。上から５行目、公立学校情報機器

整備費補助金１億４，４２１万円は、後ほど歳出にも出てきますが、児

童生徒用ＧＩＧＡタブレット端末の購入費に係る補助金になります。約

２，６００台の購入にあたりまして、１台あたり５万５千円の補助金を

見込んでおります。 

次に下から５行目、副校長・教頭マネジメント支援員配置事業費補助

金３８１万６千円です。これは、学校管理職の負担軽減となるよう、県

の補助を受け新たにマネジメント支援員を配置するための事業に係る補

助金となります。 

次に、５ページの社会教育課です。上から３行目、文化財保存事業費

補助金の３７５万円ですが、権現山地内に園路の修繕実施に係る県の補

助金となります。 

次に歳出の主なものについてご説明いたします。８ページ教育総務課

の下から４行目小学校施設管理事業の令和６年度予算約９，９００万円

としては、主な増減理由にある、上野台小学校キュービクルの更新工事

や、東原小学校空調設備設置工事費の予算計上によるものです。 

その２つ下、中学校施設管理事業につきましても、福岡中学校擁壁修

繕、花の木中学校教室用空調設備設置工事の実施、令和６年６月から３

つの中学校武道場の空調機稼働後の賃借料を見込み、令和６年度予算が

４，１７６万６千円となっています。 

その下の中学校大規模改造事業は、大井東中学校校舎の大規模改造工

事、６億３，４４３万８千円と福岡中学校Ｄ棟大規模改造工事３億４，

９９６万円１千円を見込んでおります。 

次に、９ページの学校教育課です。一番上の教育支援事業の約５億円

の内容の主ものとしては、水泳授業の民間施設活用について現在実施し

ている９校から市内全１９校での実施へと事業拡大したため、関連する

プール委託費が約３，５００万円、送迎バスの費用が約５，０００万円
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教育長 

 

冨田職務代理 

 

 

学校教育課長 

 

 

となっています。その他、教科書改訂のための指導書購入などの約８千

万円が主な内訳となっています 

次に２つ下の行、国際化・情報化教育推進事業の５億７，４１８万７

千円については、歳入でもご説明しました児童生徒用ＧＩＧＡタブレッ

ト端末機、１台あたり約１０万円の機種を約２，６００台購入するた

め、約２億８，６００万円を見込んでおります。 

次に、１０ページの学校給食課です。１番下の、あおぞら学校給食セ

ンター管理運営事業については、食器購入が終わったことに伴う減額や

令和６年度に行われるボイラー更新の設計や塵芥処理機の購入などが主

な増減となります。 

次に１１ページの社会教育課、上から２行目、地域学校協働活動推進

事業については、地域コーディネーターの報償費を活動実績に基づき時

間数を４６時間に増やしたことなどが主な増要因となります。 

１番下の図書館管理運営事業の約１０億８,８８０万円の増額の主な

ものは、上福岡図書館大規模改修工事等に伴うものございます。 

次に１２ページの上福岡西公民館です。上から４行目の地域文化振興

事業の約１２０万円の増要因の主なものは、ふじみ野市民文化祭第２０

回記念事業の開催等に伴うものでございます。 

最後に１３ページ中ほどの大井郷土資料館です。郷土資料館管理運営

事業の約１，６００万円の増額でございますが、大井郷土資料館リニュ

ーアルに伴う展示設計業務委託料及び旧大井村役場修繕によるもので

す。 

説明は以上です。 

ただ今の報告事項について、委員の皆様からご質問・ご意見がござい

ましたらお願いします。 

 タブレット端末の更新について、ふじみ野市の児童生徒数は約９，０

００名程度だと思うのですが、毎年２，６００台程度を計画的に更新し

ていくということでしょうか。 

 令和６年度を初年度として、３か年で計画的に更新を行っていく予定

でございます。台数につきましては、現在リースにより調達しているも

のの切り替え等の影響があり年度によって増減がございます。 
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教育長 

各委員 

教育長 

各委員 

教育長 

 

 

教育長 

 

教育総務課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ほかにご質問・ご意見はございますか。 

（なし） 

この報告の内容については、よろしいでしょうか。 

（了承） 

ありがとうございました。 

 

〇報告第１１号 

 次に、報告第１１号「令和６年第１回ふじみ野市議会定例会一般質問

の概要について」、教育総務課長より報告をお願いします。 

 一般質問については、３月１２日（火）から１４日（木）の３日間に

わたって行われ１６人の議員から４８項目にわたり質問がございまし

た。 

このうち教育部に関する質問は、９人の議員から１０項目の質問があ

りました。議員別の質問事項や答弁要旨につきましては、お手元の概要

資料のとおりです。 

質問概要をご説明いたします。 

坪田敏孝議員からは、「ジェンダー平等とキャリアデザイン教育」の

ご質問を頂いております。これは、学校におけるジェンダー平等とキャ

リアデザイン教育などの取組状況についての質問になります。 

次に川島秀男議員からは、「ＩＣＴ教育推進におけるタブレット学習

の功罪について」の項目で３点の質問がありました。これは、タブレッ

トの持ち帰りに対して学校側から時間や閲覧サイトなどへの制限状況に

ついて、保護者からのトラブルの報告状況についてなどのご質問になり

ます。 

次に資料の４ページ鈴木宏樹議員からは、「教育現場のＩＣＴ化に関

して」の項目で、４点「タブレット端末導入後の効果や課題について、

やタブレット端末の入れ替え時期について」などの質問がありました。 

次に資料の７ページの前田広子議員からは、「部活動について」の項

目で、地域移行や外部指導員について、現在の取組状況などに関して２

点の質問がありました。現在、文化・スポーツ振興課、部活動コーディ

ネーター、中学校長会と部活動の在り方や今後の取組等について協議を
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教育長 

 

𠮷野委員 

 

重ね、連携した取組を実施している旨を回答しております。 

次に資料９ページの民部佳代議員からは、「東台小学校と東原小学校

の統合について」の項目で、体操着など保護者の経済的負担について、

や統合後の児童のサポート体制の２点の質問がありました。 

 次に資料１１ページの川畑京子議員からは、「小・中学校における心

肺蘇生とＡＥＤ教育について」の項目で、「ＡＥＤの設置等の管理状況

は」や「教職員等の救命講習及び研修状況は」など、３点の質問があり

ました。 

次に資料１３ページの古越孝子議員からは、「児童生徒等の健康診断

実施のための環境整備について」の項目で、プライバシーや心情に配慮

した健康診断について市としての現状や対応についての質問を頂いてお

ります。各学校で実施している健康診断の現状と対応について、児童生

徒等のプライバシーや心情に配慮した健康診断の実施方法についてお答

えしております。 

 次に資料１４ページの床井紀範議員からは、大きな項目で「保育士確

保に向けて」と「不登校の児童・生徒への対応は」の２つの項目で、保

育士確保に向けて「小・中学校の時代からの職場訪問と職場体験の学

習」、や不登校への対応としては「市内の小・中学校の不登校児童・生

徒の実数及び要因分析」や「スクールソーシャルワーカーの加配による

相談体制の強化」など、４点の質問がありました。 

次に資料１９ページの足立志津子議員からは、「子ども達に生きる力

を育む幼児教育と学校教育の連携」の項目で、学校と保育園、幼稚園、

保健センターとの連携や今後の方向性の質問を頂いております。 

それぞれの質問に対する答弁の内容は、お手元の報告書のとおりでご

ざいます。 

一般質問の概要に関する報告は以上です。よろしくお願いいたしま

す。 

 ただ今の報告事項について、委員の皆様からご質問・ご意見がござい

ましたらお願いします。 

 ６ページのタブレット端末の更新に関しての答弁ですが、令和６年度

約２，５００台、令和７年度約５，０００台、令和８年度約２，０００
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台とあります。令和７年度以降は、県と市町村による共同調達になると

ありますが、その関係で令和７年度が５，０００台となっているのでし

ょうか。 

 こちらにつきましては、先程学校教育課長の方からもお話させていた

だいたのですが、リースの借入期間の影響等がございます。また、現在

小学校入学時に古い端末を配布している状況もございまして、やはり入

学時には新しい端末を配布したいということで、段階的に新しいものを

１年生に配布できるよう整備していく。または、小学校５年生に新しい

ものを渡して中学校３年生の卒業まで使っていただくといった運用で回

していこうという検討をしております。そのような中で、令和６年度は

約２，５００台、令和７年度は約５，０００台、令和８年度は約２，０

００台というような、リース期間も絡んでこのような台数になってお

り、トータルで約９，０００人に行き渡るような計画をしているところ

でございます。 

 ほかにご質問・ご意見はございますか。 

（なし） 

この報告の内容については、よろしいでしょうか。 

（了承） 

ありがとうございました。 

 

〇第４号議案 

次に、議案の審議に移ります。 

第４号議案「令和６年度ふじみ野市教育振興基本計画アクションプラ

ンを策定することについて」の説明を教育総務課長よりお願いします。 

 この議案につきましては、先月の定例教育委員会会議で報告事項とし

て説明させて頂き、委員の皆様から様々な御意見を頂戴しました。あり

がとうございました。 

前回会議からの修正箇所は、修正箇所一覧の６項目となります。 

いずれも、事業確定に伴う開催回数や参加者数の修正、工事の完了に

伴う額の確定による修正となっております。これら事項について修正

し、その次のページの冊子資料で議案として提出させていただいており
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ます。まだ、年度途中のため、数値が確定していない箇所があります

が、年度終了後の早期に数値を確定させ、アクションプランとして調製

してまいります。 

また、前回会議で、いくつか指標設定の考え方などについてご指摘い

ただいております。現在、次期計画、第３期計画を策定中ですので、指

標設定の際には、ご指摘内容を注意して検討して参りたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

説明は以上です。御審議よろしくお願いします。 

この案件について、委員の皆様からご質問がございましたらお願いし

ます。 

（なし） 

 ご質問がないようですのでお諮りいたします。 

第４号議案は原案のとおり決定してよろしいでしょうか。 

（なし） 

賛成総員と認め、第４号議案は、原案のとおり決定いたします。 

 

〇第５号議案 

次に、第５号議案「ふじみ野市教育委員会職員の職の設置に関する規

則の一部を改正する規則」の説明を教育総務課長よりお願いします。 

 ふじみ野市教育委員会職員の職の設置に関する規則の一部を改正する

規則の新旧対照表を御覧ください。下線が引かれている箇所が変更箇所

になりますので、順次ご説明します。 

第２条の職名の区分において、第１号行政職中、現行にある、「副主

査」が時限的に設置されていましたが、制度、職名がなくなりますの

で、削除するものでございます。 

また、現在、配置されていない「介助員」を削除し、給食現場などで

配置されている「栄養士」を加え、配置実態にあわせた職名に整理しま

す。 

また、２号の技能労務職に「専任技能主査」を加え、１番最後の「専

門員」を「専門技能員」に改めたところでございます。 

そして、第３条の職務、第１４号の技能主査の次に「専任技能主査」
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を加えるものです。これは、定年延長に伴い、技能労務職の専門員を専

門技能員と専任技能主査に区別するために改正するものでございます。

現在６０歳を越えた、再任用の技能労務職は、一律で専門員としており

ますが、今後は、定年延長に伴い、再任用となる技能員を「専門技能

員」とし、６０歳を越えて、段階的に定年延長される期間、６５歳まで

を「専任技能主査」と区分し、また、行政職の専門員とも区分するもの

でございます。 

説明は、以上になります。よろしくお願いいたします。 

この案件について、委員の皆様からご質問がございましたらお願いし

ます。 

 （なし） 

 ご質問がないようですのでお諮りいたします。 

第５号議案は原案のとおり決定してよろしいでしょうか。 

（なし） 

賛成総員と認め、第５号議案は、原案のとおり決定いたします。 

 

〇第６・７・８号議案 

次に、冒頭でお諮りしたとおり、第６号議案「ふじみ野市立図書館条

例施行規則の一部を改正する規則」、第７号議案「ふじみ野市立公民館

条例施行規則の一部を改正する規則」及び第８号議案「ふじみ野市学校

運動場照明施設の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する

規則」の説明を上福岡西公民館長よりお願いします。 

 現在各施設の利用者が、予約手続きの際に使用しております、「ふじ

み野市公共施設予約システム」につきまして、令和６年４月１日より新

たなシステムの導入稼働となることに伴い、各施行規則に規定する申請

書、通知書等の様式に変更が生じることから、各施行規則の改正を行い

たく、本案を提出するものです。 

改正内容につきましては、お手元の資料中、第６号議案、第７号議

案、第８号議案にございます各様式のとおりとなります。この様式変更

によって、記載内容に変更が生じるものではございません。 

なお、第６号議案に係る該当施設は上福岡図書館の共用諸室、第７号
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議案に係る該当施設は上福岡西公民館及び上福岡西公民館分室、第８号

議案に係る該当施設は大井東中学校校庭に設置の夜間照明となっており

ます。 

説明は以上となります。 

 この案件について、一括して委員の皆様からご質問がございましたら

お願いします。 

 （なし） 

 ご質問がないようですので順にお諮りいたします。 

まず、第６号議案は原案のとおり決定してよろしいでしょうか。 

（なし） 

賛成総員と認め、第６号議案は、原案のとおり決定いたします。 

 次に、第７号議案は原案のとおり決定してよろしいでしょうか。 

（なし） 

賛成総員と認め、第７号議案は、原案のとおり決定いたします。 

最後に、第８号議案は原案のとおり決定してよろしいでしょうか。 

（なし） 

賛成総員と認め、第８号議案は、原案のとおり決定いたします。 

 

〇第９号議案 

次に、第９号議案「ふじみ野市教育委員会会計年度任用職員の報酬等に

関する規則の一部を改正する規則」の説明を教育総務課長よりお願いし

ます。 

 ふじみ野市教育委員会会計年度任用職員の 報酬等に関する規則の新

旧対照表を御覧ください。下線部が変更箇所になります。 

新旧対照表の、第３条第１項に「学校事務」を追加し、第４項に新た

に配置する「学校マネジメント支援員」を追加します。「学校事務」に

関しては今まで、一般行政事務の区分の中で採用等事務を行っておりま

したが、学校事務として区分した方が、募集告知など分かりやすいため

追加しました。「学校マネジメント支援員」につきましては、令和６年

度から新たに配置する職種となっているところでございます。 

また、別表第２条関係、報酬等基準額表の各号給の基準額につきまし
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ては、人事院勧告に基づき見直を行うものでございます。 

説明は、以上になります。よろしくお願いいたします。 

 この案件について、委員の皆様からご質問がございましたらお願いし

ます。 

 学校マネジメント支援員の業務内容を教えてください。 

 学校マネジメント支援員につきましては、学校管理職、特に教頭、副

校長の働き方改革、業務支援というところで国の方から示されました。

大規模校という配置要件がございますので、それに伴いまして当市の方

でも上野台小学校と福岡中学校の２校に関して予算計上をさせていただ

いたところでございます。 

 募集につきましては、校長を退職された方２名にお願いする予定でご

ざいます。 

ほかにご質問はございますか。 

（なし） 

ご質問がないようですのでお諮りいたします。 

第９号議案は原案のとおり決定してよろしいでしょうか。 

（なし） 

賛成総員と認め、第９号議案は、原案のとおり決定いたします。 

 

〇第１０号議案 

次に、第１０号議案「ふじみ野市教育委員会決裁規程の一部を改正す

る訓令」の説明を教育総務課長よりお願いします。 

 ふじみ野市教育委員会決裁規程新旧対照表を御覧ください。 

今回の改正箇所につきましては、下線が引いてある部分になります。

第２条第１３号で、先ほど、ご可決頂きました、９号議案の職名に栄養

士を加えたものでございます。 

第１２条関係では、昨今導入した、会計伝票の電子決済に係る改正と

なっています。 

次のページ、別表第１関係では、表２の項中、副主査の削除、次の７

の部（１）会計年度任用職員の任免の決定や（２）会計年度任用職員の

営利企業等の従事報告の受理を現行の取り扱いに合わせたもの、（３）
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の項中、会計年度職員の保険加入の名称を健康保険から、共済組合へ改

めたもので、年金制度の機能強化の取組に合わせ、地方公務員共済組合

制度も短期給付、福祉事業の適用が拡大され、会計年度任用職員も加入

できるようになったため、制度改正を行うものでございます。 

その下、（１１）会計年度任用職員の人事評価の指定合議先の、教育

総務課長を削除し現状の事務取扱いに併せたもの。 

また、別表第２関係では、職員の身分証明書の交付に関することを教

育総課長の権限に委譲する見直しを行うものでございます。 

説明は、以上になります。よろしくお願いいたします。 

 この案件について、委員の皆様からご質問がございましたらお願いし

ます。 

 （なし） 

 ご質問がないようですのでお諮りいたします。 

第１０号議案は原案のとおり決定してよろしいでしょうか。 

（なし） 

賛成総員と認め、第１０号議案は、原案のとおり決定いたします。 

  

〇第１２号議案 

次に、第１２号議案「令和６年度ふじみ野市教育委員会工事計画を策

定することについて」の説明を教育総務課長よりお願いします。 

 第１２号議案、令和６年度ふじみ野市教育委員会の工事の計画につい

て御説明いたします。 

資料を１枚めくっていただき、工事計画（案）の一覧を御覧くださ

い。令和６年度に行う１件５００万円を超える工事は、５件となりま

す。 

１番目、上野台小学校キュービクル更新工事については、令和５年度

の当初予算で予算措置したキュービクル更新工事になります。当初、令

和５年度、単年度での工事完了を予定しておりましたが、世界的な物

資、資材不足などの影響を受け、令和５年６月議会で令和５年度、６年

度の２か年の継続事業として設定したものでございます。 

令和６年度は２か年事業の２年目になり、令和６年の夏ごろの完成を
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目指しております。 

２番目の東原小学校教室用空調設備設置工事は、将来、令和７年度以

降の児童増加などに備え、いつでも、普通教室や特別教室等に転用でき

るよう、校舎１階の３教室に空調設備を設置するものでございます。 

３番目の大井東中学校校舎大規模改造工事は、３か年工事の２年目と

なります。令和６年度の２年目は、普通教室棟の屋上防水、外壁改修、

内装改修、電気、機械設備、給排水設備等の改修を行います。 

４番目の福岡中学校Ｄ棟大規模改造工事は、２か年工事の１期目にな

ります。工事概要といたしましては、校舎北側の屋上防水、外壁改修、

内装改修、電気、機械設備、給排水設備の改修を行うもの。総額は、６

億９，９９２万２千円の工事のうち１年目の３億４，９９６万１千円に

なります。 

５番目の上福岡図書館大規模改修工事につきましては、上福岡図書館

大規模改修工事につきましては、令和５年第２回ふじみ野市議会定例会

で令和７年度までの３年間の継続事業を設定し、１４億２,７８１万７

千円で予算議決をいただいた工事でございます。令和６年度は、３期工

事の２期目、内装、外壁工事、屋上防水、外構、空調及び、電気設備、

給排水設備改修工事、自動ドア、エレベーター改修、トイレ改修等を実

施いたします。 

説明は以上となります。御審議よろしくお願いいたします。 

 この案件について、委員の皆様からご質問がございましたらお願いし

ます。 

 （なし） 

ご質問がないようですのでお諮りいたします。 

第１２号議案は原案のとおり決定してよろしいでしょうか。 

（なし） 

賛成総員と認め、第１２号議案は、原案のとおり決定いたします。 

 

〇第１３号議案 

次に、第１３号議案「ふじみ野市立学校の学校医、学校歯科医及び学

校薬剤師を委嘱することについて」の説明を学校教育課長よりお願いし
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学校教育課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

各委員 

教育長 

 

各委員 

教育長 

 

 

教育長 

 

学校教育課長 

 

 

 

 

 

 

 

ます。 

 学校医、学校歯科医、学校薬剤師については、学校保健安全法第２３ 

条に、これを置くものと規定されております。 

本年の３月末で任期が満了することから、新たに任期を令和６年４月

１日から令和８年３月３１日までの２年間として、委嘱をするものでご

ざいます。 

１枚めくっていただき、一覧表を御覧ください。 

ふじみ野市医師会、歯科医師会、薬剤師会からそれぞれ学校医、学校

歯科医、学校薬剤師として就任いただける先生方をご推薦いただきまし

た。多くの先生につきましては、再任をお願いすることとなりますが、

網かけとなっている４名の先生については、交代となります。 

説明は以上です。 

 この案件について、委員の皆様からご質問がございましたらお願いし

ます。 

 （なし） 

ご質問がないようですのでお諮りいたします。 

第１３号議案は原案のとおり決定してよろしいでしょうか。 

（なし） 

賛成総員と認め、第１３号議案は、原案のとおり決定いたします。 

 

〇第１４号議案 

次に、第１４号議案「ふじみ野市学校運営協議会委員を委嘱及び任命

することについて」の説明を学校教育課長よりお願いします。 

 ふじみ野市学校運営協議会規則第８条において、校長から令和６年度

の学校運営協議会委員の申し出がございました。その申し出に基づき、

教育委員会が委員を委嘱及び任命したいので、この案を提出するもので

す。 

次のページ以降をご覧ください。学校運営協議会につきましては、１

年の任期となっております。再任する方と新たに加わる予定の方がござ

います。今後の人事異動や、自治会の総会等を経て、委員が決定する場

合には、職名等のみを記してございます。 
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教育長 

 

各委員 

教育長 

 

各委員 

教育長 

 

 

教育長 

 

社会教育課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

説明は以上です。 

 この案件について、委員の皆様からご質問がございましたらお願いし

ます。 

 （なし） 

 ご質問がないようですのでお諮りいたします。 

第１４号議案は原案のとおり決定してよろしいでしょうか。 

（なし） 

賛成総員と認め、第１４号議案は、原案のとおり決定いたします。 

 

〇第１５号議案 

次に、第１５号議案「ふじみ野市文化財保護審議会委員を委嘱するこ

とについて」の説明を社会教育課長よりお願いします。 

ふじみ野市文化財保護審議会委員の任期が、令和６年３月３１日まで

あることから、４月１日付けで委員名簿の皆様に文化財保護審議会委員

を委嘱させていただくものでございます。 

ふじみ野市文化財保護審議会は、ふじみ野市文化財保護条例第４条に

基づき設置し、教育委員会の諮問に応じ、重要事項を審議し、必要と認

める事項を建議するための機関となっております。 

委員の定数は１０名以内となっており、今回の委員の内、９名の方が

再任、１名が新任となります。 

委員の多くの方が多選となっておりますが、令和６年度から令和８年

度までの３か年で文化財を指定・未指定に関わらず幅広くとらえ、その

周辺環境までを含めた総合的な保存・活用するための「ふじみ野市文化

財保存活用地域計画」を策定するにあたり、これまで市内にある文化財

などへの専門的な知識や経験を有している方から指導・助言をいただき

たいことから再任とさせていただきました。 

今後、新たな委員を選考するにあたりましては、新たな視点でふじみ

野市の郷土愛にあふれる方などを公募することも考えております。 

説明は以上となります。 

 この案件について、委員の皆様からご質問がございましたらお願いし

ます。 
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社会教育課長 

冨田職務代理 

社会教育課長 

 

 

冨田職務代理 

 

 

 

教育長 

𠮷野委員 

社会教育課長 

 

 

教育長 

各委員 

姜区長 

 

各委員 

教育長 

 

 

教育長 

 

社会教育課長 

 

 

 

 

 ５番の新任の委員の方は、経歴を見ますと非常に多彩な経歴をお持ち

の方のようですが、この方はふじみ野市在住の方でしょうか。 

 この方は、久喜市在住の方になります。 

 何かふじみ野市と関わりがあるのでしょうか。 

 現時点では関わりはございませんが、先程説明をさせていただいた

「文化財保存活用地域計画」に造詣の深い方でございましたので、こち

らの方を選定させていただきました。 

 ふじみ野市に在住でなく、今までは特に関わりがなかったということ

ですけれども、外部の方から見て、こういったところがふじみ野市の今

後の魅力になるというようなことを様々な知見を活かして御意見いただ

ければと思います。 

 ほか、いかがでしょうか。 

 ちなみにこの中で、ふじみ野市在住の方はどなたでしょうか。 

 ６番、９番の方が市内在住となります。また、元職員の方が４名ほど

いらっしゃいます。また、近隣の川越市の在住の方などもいらっしゃい

ます。 

 ほかにご質問はございますか。 

（なし） 

ご質問がないようですのでお諮りいたします。 

第１５号議案は原案のとおり決定してよろしいでしょうか。 

（なし） 

賛成総員と認め、第１５号議案は、原案のとおり決定いたします。 

 

〇第１６号議案 

次に、第１６号議案「ふじみ野市地域学校協働活動推進員を委嘱する

ことについて」の説明を社会教育課長よりお願いします。 

 子供たちの生きる力の育成と学校を核としたまちづくりを進めるた

め、家庭・地域・学校が連携していくことがより一層求められていま

す。そのため、ふじみ野市版コミュニティ・スクールを推進しており、

学校教育課が所管している学校運営協議会とともに地域と学校をつなぐ

地域学校協働活動推進員（地域コーディネーター）を令和４年度から各
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教育長 

 

西山委員 

 

社会教育課長 

 

 

教育長 

小中学校に配置しております。 

 地域コーディネーターが各学校に配置されたことで、これまでに取り

組んでいる主なものをご紹介させていただきます。 

大きく１点目は、大井小・鶴ヶ丘小学校では、２年生が学区内のお店

などに行き、仕事についてインタビューしてまとめる授業「まちたんけ

ん」の実施をさせていただいております。 

福岡中学校では、「キャリア教育での地域人材の活用」を企画・実施

しております。 

大きな２点目は、三角小学校では、人と人を学校でつなぐ「多目的ト

ライルーム」を開設いたしました。「多目的トライルーム」設置の目的

は、一つ目は「顔見知り」を増やし、人のつながりを広げること。二つ

目は顔見知りの大人が校内を行き交うことで不審者が侵入しにくい環境

を作ること。三つ目は教室に入れない子供たちのステップアップの場と

することです。 

 また、今年の１月から地域コーディネーターの情報交換の場として毎

月「地域コーディネーター・カフェ」をステラ・イースト及びステラ・

ウエストで開催しております。 

議案をめくっていただき、委員名簿をご覧ください。 

今後もこれまでの活動をより一層、充実・推進していくため、各小中

学校から推進員の方を推薦していただきました。推進員の方の中には、

活動時間の関係で二人ならお引き受けしたいとのことで、亀久保小学校

と大井西中学校は二名となっております。 

説明は以上となります。 

 この案件について、委員の皆様からご質問がございましたらお願いし

ます。 

 こちらの推進委員を選定にあたっては、各学校にある程度お任せして

いるのか、社会教育課の方から推薦などされているのでしょうか。 

 学校と地域の連携というのが１番でありますので、各学校の校長先生

が地域の中で顔見知りの方、この方であればということで、学校の校長

先生をはじめとして教育現場の方から推薦をいただきました。 

 ほかにご質問はございますか。 
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教育長 

 

 

 

（なし） 

ご質問がないようですのでお諮りいたします。 

第１６号議案は原案のとおり決定してよろしいでしょうか。 

（なし） 

賛成総員と認め、第１６号議案は、原案のとおり決定いたします。 

以上で、公開とする議案及び報告事項の審議を終了いたします。 

 

○報告第８号、第１１号議案 

 それでは、ここからは非公開とします。 

  

非公開 

 

ここで非公開を解除し、改めて第１１号議案「令和６年度ふじみ野市

教育委員会職員人事について」は、原案のとおり決定いたしましたこと

をご報告いたします。 

 

〇各課からの報告 

次に、ここで各課から別件で報告をしておくべき事項がありましたら

お願いします。 

（報告） 

ただ今の各課からの報告事項について、委員の皆様からご質問・ご意

見がございましたらお願いします。 

（質問事項なし） 

よろしいでしょうか。 

ありがとうございました。  

 

〇次回の日程等 

続いて、次回の定例教育委員会会議についてです。 

次回は、令和６年４月２３日(火）午後６時３０分から、会場は第２

庁舎３階Ｂ３０１会議室を予定しております。 

なお、傍聴人の数ですが、５名までとさせていただきたいと思います
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各委員 

教育長 

 

 

 

教育長 

が、よろしいでしょうか。 

（異議なし） 

それでは、次回教育委員会会議の傍聴人は、先着順に５名を限度とし

ます。 

 

〇閉会の宣告 

以上で、令和６年第３回定例教育委員会会議を閉会いたします。 

ありがとうございました。 

（午後８時００分）  
 


